
立川市受援計画作成の骨子 

 

１．立川市受援計画の目的と位置付け                            

１）計画の目的 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、外部からの応援を迅速、的確に受け入れて対応す

ることが必要不可欠である。このため、立川市における応援職員等を迅速、的確に受け入れて情報共

有や各種調整を行うための体制と受援対象業務を明らかにした「立川市受援計画」を策定する。 

２）計画の位置づけ 
立川市地域防災計画の下位計画として位置付け、立川市業務継続計画＜地震編＞及び災害時初動対

応マニュアルの内容に準拠し、それらの円滑な実施と資源の不足を補うための計画とする。 

 

 

 

 

 

 

２．立川市受援計画の対象範囲                               

受援には、主に初動期、応急期、復旧期（初期）を対象にした「応援」と主に復旧期（中期以降）・

復興期を対象とした「派遣」が想定されるが、本計画は大規模災害発生後における、災害対策基本法

及び災害時応援協定に基づく「応援」に係る受援を対象範囲とする。 
 

３．立川市受援計画の構成                                

 各章の構成は以下に記載の通り。 
 

１）第１章 総論 

・ 計画の目的と位置づけ、受援対象範囲、計画の発動要件や期間 

・ 災害時応援協定、応援要請の根拠となる法令等の一覧 

２）第２章 人的応援の受援体制 

・ 庁内の受援体制 

・ 応援職員等の受入れに関する基本的な流れ 

・ 受援対象業務（災害発生時に受援が必要となる業務） 

３）第３章 物的応援の受援体制 

・ 物的応援の考え方、物的応援の受入れに関する基本的な流れ 

・ 各指揮本部の主な役割 

４）第４章 受援対象業務シート 

・ 受援対象業務ごとの業務シート（応援要請に関する情報、受援体制に関する情報、業務実施に

必要な項目 を記載する） 
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